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（３）候補地の敷地条件 

 ここでは候補地 A、B それぞれに対して、敷地条件及び現地状況の把握を行い、用地の

特徴等をつかむことで、法規制面からの整理を行った。 

 

① 候補地 A：岩国商工会館敷地  

 敷地条件 

所在地 山口県岩国市今津町一丁目地内 

敷地面積 1,162.11 ㎡ 

既設建物 あり（岩国商工会館） 

用途地域 商業地域 

建蔽率、容積率 90％、400％ 

防火地域 準防火地域 

騒音規制 第 3 種区域（午前 6 時～午後 9 時：65db、午後 9 時～翌日午前 6 時：55db） 

振動規制 第２種区域（Ⅰ）（午前 8時～午後 7時：65db、午後7時～翌日午前 8時：60db） 

接道１ 北側：市道今津町６号線、道路幅員 25ｍ 

接道２ 東側：市道今津町 16 号線、道路幅員 6ｍ 

絶対高さ制限 指定なし 

日陰制限 指定なし 

道路斜線 適用距離：25ｍ、斜線勾配：1.5 

隣地斜線 適用距離：31ｍ、傾斜勾配：2.5 

北側斜線 指定なし 

土砂災害警戒区域 指定なし 

建築できない施設 用途地域による建築物の用途制限の概要参照 

その他 

駐車場整備地区および駐車場附置義務対象地区（9 台＋荷捌 1 台） 

岩国市景観計画区域（市街地の景観ゾーン） 

都市計画下水道区域 

 

 供給処置施設の状況 

上水 供給されている。 

下水 北側、東側より放流している。 

ガス LPG 

電気・通信 付近に電柱・電話柱あり、そこから引き込まれている。 

雨水排水 北側、東側より放流している。 
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 候補地 A 周辺の現況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出典：国土地理院地図を基に加工・作成） 

 

（出典：国土地理院地図を基に加工・作成） 
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② 候補地 B：山口銀行旧岩国支店跡地 

 敷地条件 

所在地 山口県岩国市麻里布町二丁目地内 

敷地面積 992.95 ㎡ 

既設建物 あり（銀行店舗跡地） 

用途地域 商業地域 

建蔽率、容積率 100％、600％ 

防火地域 防火地域 

騒音規制 第 3 種区域（午前 6 時～午後 9 時：65db、午後 9 時～翌日午前 6 時：55db） 

振動規制 第２種区域（Ⅰ）（午前 8時～午後 7時：65db、午後7時～翌日午前 8時：60db） 

接道１ 北側：市道麻里布町 48 号線、道路幅員 7.8ｍ 

接道２ 南側：市道今津町 6 号線、道路幅員 25.5m 

接道３ 東側：国道 188 号線、道路幅員 25.5ｍ 

絶対高さ制限 指定なし 

日陰制限 指定なし 

道路斜線 適用距離：25ｍ、斜線勾配：1.5 

隣地斜線 適用距離：31ｍ、斜線勾配：2.5 

北側斜線 指定なし 

土砂災害警戒区域 指定なし 

建築できない施設 用途地域による建築物の用途制限の概要参照 

その他 

駐車場整備地区および駐車場附置義務対象地区（9 台＋荷捌 1 台） 

岩国市景観計画区域（市街地の景観ゾーン） 

都市計画下水道区域 

 

 供給処置施設の状況 

上水 供給されている。 

下水 北側、南側より放流している。 

ガス LPG 

電気・通信 付近に電柱・電話柱あり、そこから引き込まれている。 

雨水排水 北側、南側より放流している。 
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 候補地 B 周辺の現況 
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（出典：国土地理院地図を基に加工・作成） 
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 整備計画地周辺の都市計画図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出典：いわくにマップ都市計画譲歩を基に加工・作成） 
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 用途地域による建築物の用途制限の概要 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
（出典：岩国市「用途地域による建築物の用途制限の概要」） 

） 
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（４）配置プラン及びゾーニング（案） 

ここでは、適地検討を行うに際して前章までで検討してきた施設機能・施設規模等と照らし合わせながら、適地検討の参考資料として一

定の有効性があると判断される、配置プラン及びゾーニング（案）を作成した。 

 候補地 A の配置プラン及びゾーニング（案） 

候補地 A については、敷地面積が約 1,162 ㎡であることから、駐車場の必要最低限数や搬入口を配置した場合、複数階の施設整備が

必要となる。 
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  候補地 B の配置プラン及びゾーニング（案） 

候補地 B については、敷地面積が約 990 ㎡であることから、駐車場の必要最低限数や搬入口を配置した場合、複数階の施設整備が必

要となる。 
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（５）候補地のメリット・デメリット等の整理（適地検討） 

各候補地の立地条件やメリット・デメリットを把握するために、敷地ごとに評価のポ

イントを整理し、以下の視点により評価を行った。 

 

 評価の視点 

① 施設計画に関する視点 

 立地環境や施設整備の可能性などについて評価する。 

② 維持管理、運営に関する視点 

 施設の維持管理、運営に関する効率や優位さを確保できる可能性について評価

する。 

③ 事業性、集客に関する視点 

 事業性や施設利用者の受入促進を前提とした場合の集客力の可能性などを評価

する。 

 

 評価の項目 

① 施設計画に関する事項 

 敷地規模（建設可能床面積等） 

 建設可能な床面積の観点から評価する（想定施設規模：延床面積 2,000 ㎡）。 

 配置（建物配置の自由度） 

 敷地形状、敷地内高低差等の条件によって定まる建物配置を評価する。 

 施設計画 

 施設機能や施設内での動線等の柔軟性を評価する。 

 アクセス性（立地環境、周辺道路環境） 

 施設利用客を受け入れるための立地環境について評価する。 

② 維持管理、運営に関する事項 

 職員、事業者等の通勤・移動のしやすさ 

 車、公共交通機関を利用した職員、事業者等の通勤や移動のしやすさを評価

する。 

 車による機材搬入等の利便性を評価する。 

③ 集客、事業性に関する事項 

 集客性、歩行者からの視認性 

 視認性や所在地に対する認知度があるかどうかを評価する。 

 事業性 

 周辺のその他開発計画との連携等について評価する。 

 周辺の既存施設や支援機関との連携可能性について評価する。 

 整備費 

 土地の取得費等について、近隣の売買事例等をもとに評価する。 
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 評価の方法 

評価は定性的・相対的評価とし、評価結果を分かりやすくするため、各事項に対

して点数を割り当て得点化した。 

 項目

敷地面積 1162.11㎡(登記簿面積) 992.95㎡（登記簿面積）

建蔽率 90% 100%

用途地域
80％：商業

角地適用☑　防火地域内の耐火建築物□
80％：商業

角地適用☑　防火地域内の耐火建築物☑

容積率 400% 600%

駐車場附置義務台数 9+1(荷捌)台 9+1（荷捌）台

想定建物階数 3階(各階面積約800.00㎡) 3階(各階面積約750.00㎡)

岩国駅からの距離 徒歩約13分 徒歩約7分

車両アクセス 市道今津町6号線から 国道188号線から

周辺環境 公共施設（市役所） 商店街

①施設計画に関する事項

敷地規模（建築可
能床面積等）

敷地面積が想定施設規模の1/2程度であり、
複数階の設計にする必要がある。 1

敷地面積が想定施設規模の1/2未満であり、
複数階の設計にする必要がある。 1

配置（建物配置の
自由度）

面積が小さく建物および駐車場の配置に制
限があり、駐車場は別途確保する必要があ
る。 1

県建築基準条例及び、幹線道路・交差点に
面している点から進入路は敷地北側の中央
付近に限定され、施設および駐車場の配置
に制限がある。

1

施設計画

想定施設規模に対する敷地面積が小さく、
必要な諸室を複数階に分散する必要があ
る。階段やエレベーターが必要となり、各
階面積が制限される。

1

想定施設規模に対する敷地面積が小さく、
必要な諸室を複数階に分散する必要があ
る。階段やエレベーターが必要となり、各
階面積が制限される。

1

アクセス性（立地
環境）

JR岩国駅から徒歩約13分であり駅徒歩圏内
市役所に隣接しており、立地環境は良好 2

JR岩国駅から徒歩約7分であり、また市内中
心部に位置するため、アクセス性は高い。 2

アクセス性（周辺
道路環境）

主要道路に面しており、交通上のリスクは
限定的

2

進入路は、北側からの右折進入の場合、専
用レーンがなく交通安全上のリスクがあ
る。駅周辺から路地を進む場合、車線のな
い道路を南進する必要があり、中通り商店
街を横切る必要がある。

1

②維持管理、運営に関する事項

職員、事業者等の
通勤・移動のしや
すさ

JR岩国駅から徒歩約13分であり駅徒歩圏内
であるとともに、主要道路に面しており、
アクセス性は高い。

2
JR岩国駅から徒歩約7分であり、また市内中
心部に位置するため、アクセス性は高い。 2

③集客、事業性に関する事項

集客性、歩行者か
らの視認性

主要道路に面しており視認性は高い。
市役所に隣接することで、所在地に対する
認知度が期待できる。 2

ショッピングセンターに近く、人が集まり
やすい。
角地に面せるため、視認性は高いが、車両
交通が中心の交差点のため、歩行者は少な
い。

2

事業性

市役所と隣接しており、創業支援等におい
て緊密な連携による支援が可能である。ま
た、岩国市民文化会館と近距離にあり、一
体的な運用が可能である。

2

周辺に連携可能な既存施設や他の支援機関
はなく、連携可能性は限定的

1

整備費

既存建物の解体が必要となる一方、岩国市
民文化会館との一体的な運用によりホール
整備が不要となり、整備費を低減できる。 2

既存建物の解体が必要となることに加え、
近隣に一体的に運用可能なホールがなく、
追加でホールの整備が必要となるため、整
備費が増大する。

1

敷地面積が想定施設規模の1/2程度であるこ
とから、複数層の施設となるものの、駅か
ら徒歩圏内である上、主要道路に面し、ア
クセス性が認められる。
さらに、近隣の既存施設等との連携、一体
的な運用が可能である。

15

視認性・集客性が認められるものの、敷地
面積が想定施設規模の1/2未満であることか
ら、複数層の施設となるうえ、自動車での
アクセスに関し、交通安全上のリスクがあ
る。

12

候補地Ａ（岩国商工会館敷地） 候補地Ｂ（山口銀行旧岩国支店跡地）

綜合評価
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（６）拠点施設整備の適地の絞り込み 

 各候補地の評価項目毎の評価結果をまとめた総合評価結果は前項のとおりであり、現時

点においては候補地 A「岩国商工会館敷地」が拠点整備地として最適であると考えられる。 

ここまでで整理・検討した施設内容について施設全体のイメージを持つため、候補地 A

における施設全体イメージ（案）を以下に示す。なお、施設全体イメージ（案）は、あく

まで現時点での機能や配置プラン及びゾーニング（案）をもとに作成したものであり、今

後の事業費等を含めたより詳細な検討や基本計画作成段階等において、最適と考えられる

施設イメージへブラッシュアップを図っていく必要がある。 

 

 施設の全体イメージ（案） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


